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健康相談
生活習慣病の予防や健康に関する各
種相談

市民 無料 随時 健康増進課
ながいき１００歳体
操の取り組み支援

高齢者の自主的な介護予防活動を推進す
るため、重錘ベルト（おもり）を使用して行う
「ながいき１００歳体操」に取り組むグルー
プの支援

６５歳以上の市民の３名以上で構成するグループ 無料 随時 高齢者支援課

訪問指導・相談
介護予防や生活習慣病予防等に必要
な保健指導や相談

健（検）診の要指導者、介護予防上必要な方等 無料 随時

高齢者支援
課
（高齢者なん
でも相談室）
健康増進課

給食サービス
食生活の充実と健康保持のための食事の
配送

６５歳以上の高齢者のみで生活している市民で、家族
全員が食事を調達することが困難な方

生活保護又は市
民税非課税世帯
の方：税込３５０円
(１食あたり）
それ以外の方：税
込４９８円（１食あ
たり）

週３回以内（昼食または夕
食）

高齢者支援課

訪問歯科
訪問による歯科健康診査、診療、口腔
衛生指導等

通院困難な方 医療保険適用 随時 健康増進課
高齢者住宅改造
費の助成

高齢者等の自立促進、介助に適した住環
境づくりの支援

概ね６５歳以上の市民で移動に支障があって要介護
（要支援）認定を受けている方
*着工前に市役所への事前申請が必要
　助成対象工事は市内事業者が請け負った工事に限る

所得による
改造費の２分の１
３０万円限度

高齢者支援課

高齢者インフルエ
ンザ予防接種

予防接種法に基づくインフルエンザの
予防接種

６５歳以上
６０～６４歳の特例者

一部負担あり １シーズンに１人１回 健康増進課
高齢者外出支援
サービス

居宅等の入口から利用施設等（病院･診療
所への通院、介護保険施設のサービスの
利用、ケアプラン作成依頼の相談等）の入
口までの間の移動、乗降の介助

市民税非課税世帯で要支援１以上の認定等を受けてお
り、他人の介助によらずに移動することが困難であると
認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機
関を利用することが困難な者。

利用１回２３０円

月４回以内
(片道１回３０分以内）
利用時間：午前９時～午後
５時

高齢者支援課

高齢者の肺炎球菌
感染症予防接種
（定期接種）

予防接種法に基づく高齢者の肺炎球菌
感染症の予防接種

令和６年３月３１日時点の年齢が６５歳、７０歳、７５
歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳、１００歳の者、６０～
６４歳の特例者

一部負担あり
１回
（未接種者のみ）

健康増進課
高齢者訪問理美
容サービス

訪問による理美容サービスの提供。原則と
して、理美容所の休業日に当たる日（理容
は月曜日、美容は火曜日）、利用時間（午
前９時～午後５時）

寝たきりなどで、理容店、美容店に出向くことの困難な
概ね６５歳以上の市民

理美容の技術料
等の負担（訪問の
費用無料）

年６回
（年度途中からの利用回数
は別に定める）

高齢者支援課

流山市ヘルスアッ
プ教室

健康の維持増進のため、運動を始める
きっかけづくりを目的とした教室を開催
し、楽しみながら有酸素運動や筋力ト
レーニングを行う

市民及び、市内在勤・在学で介助なく運動可能な方 3,000円 1クラス10回 健康増進課
緊急通報装置の
給付

緊急通報装置、高齢者福祉電話の給付又
は貸与

概ね６５歳以上のひとり暮らしまたはそれに準ずる市民
で発作を生じる病気のある方

所得による 各１台 高齢者支援課

特定健康診査
問診・診察・身体測定・血圧測定・血液
検査・尿検査など

４０～７５歳未満で国民健康保険加入者
無料（６５歳以
上）

年度内１回 健康増進課 寝具乾燥サービス 布団の乾燥及び消毒
寝具を乾燥することが困難な概ね６５歳以上の高齢者
のみ世帯の市民

無料 月２回 高齢者支援課

健康診査
問診・診察・身体測定・血圧測定・血液
検査・尿検査など

７５歳以上の千葉県後期高齢者医療制度加入者 無料 年度内１回 健康増進課
高齢者等市内移
動
支援バス事業

市内で運行している事業所の送迎バスに
無料で乗降できるパスカードの交付

６５歳以上の市民でおひとりでバスに乗降できる方 無料 パスカード発行(随時） 高齢者支援課

認知症高齢者介護
家族への支援
（コスモスの会）

介護者の介護負担軽減のための情報
交換や交流

認知症の方を介護している家族等 無料 随時案内 介護支援課
地域支え合い活
動推進事業

安心して暮らし続けることのできる地域社
会づくりのため、地域での「支え合い活動」
（日常的な見守りや災害時の避難支援な
ど）を行う自治会に対象者名簿の提供

①７５歳以上のみの世帯に属する方
②身体障害者手帳1･2級、精神障害者保健福祉手帳1
級、療育手帳Ａ等、要介護３以上等の方
③その他支援を必要とする方で申出があった方

無料

・対象要件の方には、市か
ら登録希望の調査票を送
付しています。
・登録を希望する方の随時
申出も可能です。

社会福祉課

在宅高齢者家族介
護慰労金の支給

重度の要介護高齢者を介護保険サー
ビスを利用せず在宅で介護する家族へ
の慰労金支給

次の条件を満たす高齢者と同居して在宅で介護す
る市民税非課税世帯の家族
①介護保険の要介護認定で要介護４又は５の認定
を１年以上受けている６５歳以上の方
②１年以上介護保険のサービスを利用していない方
③前１年間に連続３か月を超える入院・入所がない
方

年額１０万円 介護支援課
救急情報セット配
布

緊急連絡先や医療関係情報を記載した
カードを自宅冷蔵庫に保管し、緊急時迅速
に医療活動を行えるよう備えるもの

①６５歳以上のみの世帯に属する方
②障害者手帳の交付を受けている方
③その他必要とする方

無料 1世帯につき1本 社会福祉課

在宅高齢者家族介
護用品の支給

中重度の要介護高齢者を在宅で介護
する家族に紙おむつ、尿取パット、手袋
（使い捨て）、清拭剤、ドライシャンプー
等が購入できる利用券を支給

次の条件を満たす高齢者と同居して在宅で介護す
る家族
①介護保険の要介護認定で要介護３以上の認定を
受けている６５歳以上の方（要介護３の高齢者につ
いては、要介護認定申請時の認定調査票等におい
て介護用品が必要な状態であると客観的に判断で
きること）
②介護者の属する世帯及び高齢者の属する世帯の
市民税が非課税であること

１人当たり１年につき最大７万５
千円の利用券 介護支援課 救助笛の配布

住所・氏名・緊急連絡先を記入できるカード
を内蔵した信号用の笛を配布

①６５歳以上のみの世帯に属する方
②障害者手帳の交付を受けている方
③その他必要とする方

無料 １人１本 社会福祉課

認知症高齢者等見
守り事業

認知症高齢者等が行方不明となった際
の早期発見・保護を図るためＱＲコード
付きの見守りシールの配布及び個人賠
償責任保険の加入

４０歳以上の認知症又は認知症の疑いがあり徘徊
の恐れがある方。

無料
（見守りシールの
追加交付につい
ては利用者負担
あり）

介護支援課
高齢者等ごみ出し
支援事業

集積所までごみを出すことができない事情
を持つ高齢者等の方のごみ等の戸別収集

次の項目をすべて満たした市民
①自らごみ等をごみ集積所まで排出することが困難な
方
②ご近所の方や身内の方等、他にごみ出しの協力を得
ることができない方
③次のいずれかに該当する方
(１)介護保険法に基づき要支援若しくは要介護と認定さ
れた方又は同等の状態と認められる方で、おおむね65
歳以上のひとり暮らしの高齢者又は65歳以上の方に
よって構成されている世帯    (２)ひとり暮らしの障がい
者又は障がい者のみで構成されている世帯

無料
週１回
（収集日は地域によって異
なります。）

クリーンセンター

徘徊高齢者家族支
援サービス

事業者が行う徘徊高齢者の位置探索
情報提供サービスを利用した家族への
登録料の一部助成

要介護又は要支援認定を受けた認知症で徘徊する
高齢者と同居する家族であって、事業者の位置探索
情報提供サービスの利用契約を締結した方

事業者により異
なる

事業者との契約時に要する登録
料の一部（７，３５０円限度）助成
（徘徊高齢者１人につき１回限り）

介護支援課
流山市指定ごみ
袋紙おむつ使用
世帯支援事業

介護や障害等で日常的に紙おむつを使用
している世帯に、紙おむつの排出に使用し
ていると想定される差分の流山市指定ごみ
袋を一部支援するもの
支給するもの：流山市家庭用指定ごみ袋・
燃やすごみ３０リットルサイズを１年で３０枚

介護や障害等で日常的に紙おむつを使用している方
で、申請書により申請していただき、市が確認し対象者
と認められる方

無料 １年度に１回 クリーンセンター

介護保険による
在宅・施設サービ
ス

在宅サービス：訪問介護（ホームヘル
プ）や通所介護（デイサービス）など、自
宅等で生活しながら利用できるサービ
ス
施設サービス：介護保険施設等に入所
して利用するサービス

総合事業対象者（施設サービスは除く）・要支援・要
介護の認定を受けた方
※施設サービスは、要介護の認定を受けた方のみ

所得状況等に応
じて１割～３割負
担（ただし、給付
制限の場合は３
割～4割負担）

要介護・要支援の認定区分によ
る

介護支援課
流山ぐりーんバス
高齢者割引

流山ぐりーんバスの運賃半額 ７５歳以上の方（市外在住可） 随時 まちづくり推進課

成年後見人等報酬
助成

成年後見制度の利用にあたり、第三者
後見人等への報償費用の支払いが困
難な方に対して、報償費用の全部また
は一部を助成するもの

本市が介護保険の保険者である方等で①②いずれ
かに該当する方
①生活保護受給者
②市町村民税の均等割が課されていない、又は免
除されている方で、預貯金１００万円未満である方

無料

家庭裁判所が決定した報酬額の
うち①②を上限に助成
①在宅等の場合　２８，０００円／
月
②施設入所者等又は長期入院
の場合　１８，０００円／月

高齢者支援
課

高齢者免許返納
一時金制度

タクシー利用助成券又は路線バス高齢者
向け特殊定期乗車券の購入助成券の交付
（いづれも１０，８００円分）

➀運転経歴証明書取得時点で７５歳以上の方
②市内在住の方

1人１回 まちづくり推進課

令和５年度　流山市高齢者向け保健・福祉サービス一覧
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